
 

1 

 

令 和 ３ 年 度 答 申 第 ３ 号 

令和３年４月１２日 

 

諮問番号 令和２年度諮問第１１８号（令和３年３月２３日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、兄のＰ（以下

「兄Ｐ」という。）は従軍中に肺結核にかかり、これにより復員後に死亡した

と主張して、Ａ知事（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者等の遺族に対

する特別弔慰金支給法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」

という。）３条本文の規定に基づき、兄Ｐに係る特別弔慰金の請求（以下「本

件請求」という。）をしたところ、処分庁が、兄Ｐは軍属としての公務又は勤

務に関連した傷病により死亡したものとは認められないとして、本件請求を却

下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、審査請求人が

これを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令の定め 

⑴ 特別弔慰金支給法３条本文は、「戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支

給する。」と規定しているところ、この「戦没者等の遺族」とは、死亡し

た者の死亡に関し、平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護
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法（昭和２７年法律第１２７号。以下「遺族援護法」という。）による弔

慰金を受ける権利を取得した者をいうとされている（特別弔慰金支給法２

条１項）。そして、遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後に

おける在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１

６年１２月８日以後において死亡した軍属又は軍属であった者の遺族に対

し、弔慰金を支給すると規定している。 

  ⑵ 遺族援護法２条１項２号は、「もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、

雇員、よう人、工員又は鉱員」は上記⑴の「軍属」に当たると規定してい

る。 

  ⑶ 遺族援護法３６条１項によれば、弔慰金を受けるべき上記⑴の「遺族」の

順位は、配偶者が第１順位、子が第２順位、父母が第３順位、孫が第４順

位、祖父母が第５順位、兄弟姉妹が第６順位とされている。 

２ 事案の経緯 

審査請求人間に争いのない事実及び各項末尾掲記の資料によれば、本件の

経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 兄Ｐは、昭和４年１月２日、父Ｑと母Ｒとの間に長男として出生し、昭

和２５年１月２１日、Ｂ地で死亡した。 

  審査請求人は、昭和１０年１月１４日、父Ｑと母Ｓとの間に長女として

出生した。 

（除籍謄本（戸主：父Ｑ）） 

⑵ 審査請求人は、平成２９年９月２２日、住所地（Ｃ市長）を経由して、

処分庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、兄Ｐに係る特

別弔慰金の請求（本件請求）をした。 

  なお、本件請求について、兄Ｐの遺族で審査請求人よりも先順位のもの

はいない。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑶ 処分庁は、令和２年４月３日付けで、審査請求人に対し、「死亡した者

は戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する軍属としての公務又は勤務に関

連した傷病により死亡したものとは認められないため。」との理由を付し

て、本件請求を却下する処分（本件却下処分）をした。 

（却下通知書） 

⑷ 審査請求人は、令和２年７月１４日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。 
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（審査請求書） 

⑸ 審査庁は、令和３年３月２３日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

兄Ｐは、学徒動員により徴用され、Ｄ地Ｅ部隊の通信班に配属された。審

査請求人の家族は、昭和２２年３月、Ｆ地に引き揚げ、父Ｑの故郷であるＢ

地に到着したが、従軍中に肺結核にかかっていた兄Ｐは、やがて寝たきりと

なり、１年余の闘病の末に死亡した。兄Ｐが肺結核にかかったのは帰郷後で

はなく従軍中であったことは、兄Ｐの学友の証明書、Ｅ部隊の部隊長の証明

書等から明らかである。したがって、本件却下処分の取消しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 父Ｑは、過去に遺族援護法による遺族年金及び弔慰金の支給請求（以下

「前回請求」という。）をした際、兄ＰはＥ部隊に所属していたと主張して、

Ｅ部隊の部隊長の証明書や軍医の証明書等を提出したが、兄Ｐは軍属であっ

たとは認められないとして、昭和４４年７月２４日付けで前回請求は却下処

分（以下「前回却下処分」という。）となった。 

その後、処分庁の調査で、兄Ｐの身上申告書が発見され、兄Ｐの所属部隊

はＧ廠であったことが判明したが、これにより、前回請求において提出され

たＥ部隊の部隊長の証明書や軍医の証明書等は異なる部隊に所属した者を証

明したものであることが明らかとなった。 

父Ｑは、前回却下処分に対し、異議申立てをしたが、兄Ｐは、昭和２０年

４月にＧ廠に傭人として採用され、Ｇ廠で勤務したが、死亡の原因となった

肺結核は、帰郷した後にかかったものと認められ、上記公務の遂行と相当因

果関係があるとは認められないとして、昭和４８年８月２９日付けで異議申

立てを棄却する決定がされ、これに対する訴訟は提起されていない。 

 ２ 審査庁の保管資料を調査したところ、陸軍部隊略歴によれば、審査請求人が

兄Ｐが所属していたと主張するＥ部隊は、Ｈ廠のことであるが、兄ＰがＨ廠

に所属していたことは確認することができない。 

また、留守名簿を調査したところ、兄Ｐは、昭和２０年４月１日からＧ廠

に傭人として在職し、昭和２２年３月１３日にＦ地へ帰還したことが確認さ

れ、引揚者名簿を調査したところ、兄Ｐは、家族５人（父母、兄Ｐ、審査請

求人、弟）でＩ地を出港して、昭和２２年３月１３日にＦ地へ引き揚げたこ
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とが確認された。 

なお、厚生省監修の「援護５０年史」には、各地方引揚援護局では、引揚

船が入港すると、①船内での検疫、②上陸後の入国・検疫・税関検査等、③

宿泊・給食、④引揚げの手続などを行い、上陸した引揚者は、検診を受けて

入浴、予防注射、消毒等を受け、病人等には、引揚援護局内の検疫所診療室

や国立病院で対応し、伝染病患者には、特設病院に隔離して治療に当たった

との記載がされている。 

審査請求人は、兄Ｐが肺結核にかかったのは帰郷後ではなく従軍中であっ

たと主張するが、上陸時の健康診断や診療等の状況についての主張はなく、

裏付けとなる資料も提出していない。また、審査庁の保管資料を調査したが、

兄Ｐの肺結核について記載した資料は、見当たらなかった。 

 ３ 以上によれば、兄Ｐが軍属（傭人）としてＧ廠に昭和２０年４月１日から昭

和２２年３月１３日まで在職したことは確認することができるが、上記１の

とおり、父Ｑがした前回請求において、兄Ｐは軍属としての在職期間内に肺

結核にかかったものとは認められていない。そして、上記２のとおり、審査

庁の保管資料を調査したが、兄Ｐが軍属としての在職期間内に肺結核にかか

ったことを確認することができる資料は、見当たらなかった。 

 ４ また、審査請求人が提出した資料を検討すると、審査請求人が平成２９年３

月５日付けで処分庁に提出した手紙に添付したＴ医師の証明書は、父Ｑが前

回請求において提出したＴ医師の証明書とその記載内容がほぼ同じであり、

証明年月日の記載がなく、作成時期が不明であることに加えて、兄ＰはＧ廠

に所属していたにもかかわらず、Ｅ部隊に所属していたと誤った記載をして

いることから、兄Ｐが軍属としての在職期間内に肺結核にかかったことの裏

付け資料とすることはできず、その他の提出資料も同様である。 

５ 念のため、父Ｑが前回請求時に提出した兄Ｐの死亡診断書を確認すると、

死亡の原因である肺結核の発病は昭和２３年１２月頃と記載されており、兄

Ｐは、同月には既に軍属としての職を退いていたから、兄Ｐが軍属としての

在職期間内に肺結核にかかったということはできない。 

６ 以上のことから、兄Ｐが軍属としての在職期間内に公務上疾病にかかり、

これにより死亡したとは認められないから、審査請求人は特別弔慰金支給法

に基づく特別弔慰金の支給を受ける権利を有していない。 

７ したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきである。 
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 なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分は  

違法又は不当なものではなく、本件審査請求は理由がないから棄却すべきで

あるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件請求から本件諮問に至るまでの各手続に要した

期間は、次のとおりである。 

     本件請求受付（処分庁）   ：平成２９年１１月１４日 

   本件却下処分        ：令和２年４月３日 

（本件請求の受付から約２年４か月半） 

   本件審査請求の受付（審査庁）：同年７月１４日 

審理員意見書の提出      ：同年１２月１８日 

本件諮問           ：令和３年３月２３日 

（審理員意見書の提出から約３か月） 

⑵ そうすると、本件では、処分庁における本件請求の受付から本件却下処分

までに約２年４か月半もの長期間を要しているが、一件記録によれば、処分

庁は、本件請求を受ける前に、審査請求人からの照会及び審査請求人の住所

地からの照会を受けて、兄Ｐが特別弔慰金の支給対象となる戦没者であるか

について調査をした上で、審査請求人の受給権の有無について厚生労働省に

照会までしていたことが認められるから、本件請求を受けて追加の調査及び

厚生労働省への正式の照会をする必要があったことを踏まえても、処分をす

るまでに約２年４か月半も要したということは、期間を要し過ぎたといわざ

るを得ない。 

  また、本件では、審理員意見書の提出から本件諮問までに約３か月も要し

ているが、一件記録によれば、これは、審理員による審理手続において本件

の検討に必要な資料が十分収集されていなかったため、審理員意見書の提出

を受けた審査庁において追加の資料収集とその検討をする必要があったこと

によるものと認められる。審査庁においては、審査員による審理手続の終結

後に追加の資料収集や検討が必要となり、審理手続が長期化するという事態

が生じないようにするため、審理員に対する研修の実施など、審理員による

審理手続を充実させる方策を検討されたい。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段違

法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 
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２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件では、兄Ｐが遺族援護法２条１項２号に規定する軍属（「よう人」）

であったことは、軍歴関係資料（身上申告書、除隊解除者連名簿、Ｇ廠留

守名簿、Ｇ廠仮留守名簿）から明らかである。 

⑵ そこで、以下、兄Ｐが遺族援護法３４条１項の要件に該当するか、すな

わち、兄Ｐが軍属としての在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、

これにより死亡したかについて検討する。 

  上記⑴の軍歴関係資料と引揚関係資料等（引揚者名簿、引揚者在外事実

調査票、除籍謄本（戸主：父Ｑ））によると、兄Ｐは、昭和２０年４月１

日にＧ廠に「傭人」として採用され、以後、Ｇ廠で勤務したが、終戦によ

り同年８月１５日にＧ廠が解散となったことから、昭和２２年３月８日に

Ｉ地を出発し、同月１３日にＦ地に上陸し、昭和２５年１月２１日にＢ地

で死亡したことが認められる。 

  そして、兄Ｐの死亡診断書によると、兄Ｐの死亡の原因（直接死因）は

「全身衰弱」であるが、「全身衰弱」の原因は「肺結核」であり、「肺結

核」を発病した年月日は「昭和２３年１２月頃」であるとされている。 

そうすると、兄Ｐが肺結核にかかったのは、軍属としての在職期間内で

はなく、Ｂ地に帰郷した後であるということになる。 

なお、父Ｑも、前回請求及び前回却下処分に対する異議申立てにおいて、

兄Ｐが肺結核にかかったのは従軍中であったと主張した（前回請求に係る

申立書、異議申立書）が、昭和４８年８月２９日、「死亡した者（注：兄

Ｐ）が軍属在職中に肺結核若しくは同病に関係のある疾病にかかつていた

と認めるに足る証拠はなく、死亡診断書に記載されている肺結核の発病時

期（昭和２３年１２月頃）及び帰郷後の生活状況等から判断して、死亡し

た者の死亡の原因となつた同病は帰郷した後にかかつたものと認められ」

るとして、異議申立てを棄却する決定がされている（決定書）。 

  ⑶ これに対し、審査請求人は、兄Ｐが肺結核にかかったのは帰郷後ではなく

従軍中であったことは、兄Ｐの学友の証明書、Ｅ部隊の部隊長の証明書等

から明らかであると主張している（上記第１の３）。審査請求人が上記主

張の証拠として引用しているのは、自らが提出した兄Ｐの学友の証明書と

Ｔ医師の証明書のほか、父Ｑが前回請求において提出したＥ部隊の部隊長

の証明書、陸軍軍医の証明書、Ｔ医師の証明書等であると考えられる。 

    そこで、上記の各証明書について検討すると、これらには、確かに、兄Ｐ
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が在隊中に肺結核にかかったとの記載がされているが、いずれの証明書も、

兄Ｐの所属部隊を間違って記載している。すなわち、兄Ｐの所属部隊は、

上記⑵のとおり「Ｇ廠」であったが、上記の各証明書には、「Ｄ地Ｅ部隊」

と記載されている。陸軍部隊略歴（Ｈ廠略歴、Ｇ廠略歴）によると、「Ｄ

地Ｅ部隊」の「Ｄ地」とは「地名」を意味し、「Ｅ部隊」とは「Ｈ廠」の

通称号であり、「Ｈ廠」と「Ｇ廠」とは別の部隊であることが認められる。

したがって、陸軍の部隊長や軍医までもが兄Ｐについてその所属部隊を間

違った証明書を書いたということは、極めて不自然である。 

    また、審査請求人が提出したＴ医師の証明書は、父Ｑが前回請求において

提出したＴ医師の証明書とその内容がほぼ同じである。両者は、筆跡が類

似しているから、同一人が書いたものと推認されるが、前者の証明書の３

か所には、文章又は文字が挿入されている。その挿入箇所には、後者の証

明書にある文章又は文字がそのまま記載されているから、前者の証明書は、

後者の証明書をあたかも書き写したかのような体裁のものであって、この

点も極めて不自然である。 

    そうすると、審査請求人が提出した証明書及び父Ｑが前回請求において提

出した証明書に兄Ｐの肺結核に関する上記の記載があるからといって、兄

Ｐが従軍中に肺結核にかかったと認めることはできず、審査請求人の上記

主張は採用することができない。 

 ⑷ したがって、兄Ｐが軍属としての在職期間内に肺結核にかかり、これに

より死亡したとは認められないし、一件記録を精査しても、兄Ｐが軍属と

しての在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより死亡し

たことを確認することができる資料は見当たらないから、本件却下処分が

違法又は不当であるとはいえない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野   口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


